
第一五五回

閣第四六号

　　　中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律案

　（中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止）

第一条　次に掲げる法律は、廃止する。

　一　中小企業総合事業団法（平成十一年法律第十九号）

　二　機械類信用保険法（昭和三十六年法律第百五十六号）

　（地域振興整備公団法の一部改正）

第二条　地域振興整備公団法（昭和三十七年法律第九十五号）の一部を次のように改正

する。

　　目次中「第二十一条の二」を「第二十一条」に改める。

　　第一条中「並びに工業の再配置の促進に必要な業務」を削る。

　　第三条第二項、第四条第二項並びに第十条第一項及び第二項中「及び経済産業大

臣」を削る。

　　第十二条第一項中「及び経済産業大臣」を削り、「各号の一」を「各号のいずれ

か」に改め、同条第二項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改める。

　　第十三条第一項及び第二項並びに第十四条中「及び経済産業大臣」を削る。

　　第十九条第一項第一号イ中「（第三号に該当するものを除く。）」を削り、同項第

二号及び第三号を削り、同項第四号中「第一号及び」を削り、同号を同項第二号と

し、同項第五号中「前各号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第二

項第二号及び第三号中「、特定」を「及び特定」に改め、「及び工業の再配置の促

進」を削り、同条第四項中「第一項第四号」を「第一項第二号」に改める。

　　第十九条の三第一項中「、第三号及び第四号」を「及び第二号」に改め、同条第二

項中「の業務、同項第三号の業務で同項第一号の業務と併せて行うもの及び同項第四

号」を「及び第二号」に改める。

　　第十九条の四第二項中「及び同項第三号の業務で同項第一号の業務と併せて行うも

の」及び「（同項第三号の業務で同項第一号の業務と併せて行うものに係るものにあ

つては、国土交通大臣及び経済産業大臣。次項において同じ。）」を削る。

　　第二十条第一項を削り、同条第二項中「、新エネルギー・産業技術総合開発機構」

及び「（第十九条第一項第二号の業務を除く。）」を削り、同項を同条第一項とし、

同条第三項中「前二項の」を「前項の」に、「前二項に」を「同項に」に改め、同項

を同条第二項とし、同条第四項を削る。

　　第二十三条中「及び経済産業大臣」を削る。

　　第二十四条第一項及び第二項中「及び経済産業大臣」を削り、同条第三項中「及び

経済産業大臣」を削り、「国土交通省令・経済産業省令」を「国土交通省令」に改め

る。



　　第二十四条の二を削る。

　　第二十五条第一項中「（工業再配置業務に係る勘定においては、残余の額のうち政

令で定める基準により計算した額）」を削り、同条第三項及び第四項を削る。

　　第二十六条第一項、第二項及び第六項、第二十六条の三、第二十七条第一号並びに

第二十八条中「及び経済産業大臣」を削る。

　　第二十九条（見出しを含む。）中「国土交通省令・経済産業省令」を「国土交通省

令」に改める。

　　第三十一条第一項中「若しくは受託金融機関」を削り、ただし書を削る。

　　第三十二条の二中「及び経済産業大臣」を削り、「第三十三条の二第一項第四号」

を「第三十三条の二第一項第一号」に改め、「主務大臣」の下に「（国土交通大臣を

除く。）」を加え、同条第四号中「国土交通省令・経済産業省令」を「国土交通省

令」に改める。

　　第三十二条の三中「主務大臣は」を「主務大臣（国土交通大臣を除く。）は」に改

め、「及び経済産業大臣（主務大臣が国土交通大臣である場合にあつては経済産業大

臣、主務大臣が経済産業大臣である場合にあつては国土交通大臣）」を削る。

　　第三十三条中「及び経済産業大臣、国土交通大臣」を削り、同条第一号中「第二十

条第一項若しくは第二項」を「第二十条第一項」に改め、同条第三号中「国土交通省

令・経済産業省令」を「国土交通省令」に改める。

　　第三十三条の二第一項第一号から第三号までを削り、同項第四号中「第十九条第一

項第四号」を「第十九条第一項第二号」に改め、同号を同項第一号とし、同項に次の

一号を加える。

　　二　その他の事項については、国土交通大臣

　　第三十五条中「又は受託金融機関」を削る。

　　附則第十条から第十二条までを次のように改める。

　第十条から第十二条まで　削除

　（民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部改

正）

第三条　民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法（昭

和六十一年法律第七十七号）の一部を次のように改正する。

　　目次中
「 第三章　産業基盤整備基金
　第一節　総則（第十四条―第二十二条）
　第二節　設立（第二十三条―第二十七条）
　第三節　管理（第二十八条―第三十九条）
　第四節　業務（第四十条―第四十二条の二）
　第五節　財務及び会計（第四十三条―第五十一条）
　第六節　監督（第五十二条・第五十三条）
　第七節　補則（第五十四条―第五十六条） 」



　を「第三章　独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う特定産業基盤施設整備促進業

務（第十四条―第五十六条）」に改める。

　　第三章を次のように改める。

　　　　第三章　独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う特定産業基盤施設整備促進

業務

　第十四条　独立行政法人中小企業基盤整備機構は、民間事業者による特定産業基盤施

設（第二条第一項第一号、第五号イ及びロ、第十六号並びに第十七号に掲げる特定

施設をいう。）の整備を促進するため、認定計画に係る特定産業基盤施設の整備の

事業に必要な資金を調達するために発行する社債（社債等の振替に関する法律（平

成十三年法律第七十五号）第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。）及び当

該資金の借入れに係る債務を保証する業務を行う。

　第十五条から第五十六条まで　削除

　　第六十条を次のように改める。

　第六十条　削除

　　第六十二条及び第六十三条を次のように改める。

　第六十二条及び第六十三条　削除

　　第六十四条を次のように改める。

　第六十四条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、

その法人又は人の業務に関し、第六十一条の違反行為をしたときは、行為者を罰す

るほか、その法人又は人に対して、同条の刑を科する。

　　附則第九条を削る。

　　　附　則

　（施行期日）

第一条　この法律は、附則第三条に規定する法律の施行の日から起算して一月を超えな

い範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。

　一　次条から附則第五条まで並びに附則第十八条及び第五十二条の規定　公布の日

　二　第一条（第二号に係る部分に限る。）並びに附則第八条から第十七条まで、第十

九条、第二十条、第二十二条、第二十三条及び第三十九条の規定、附則第五十条中

経済産業省設置法（平成十一年法律第九十九号）第四条第一項第三十九号の改正規

定並びに附則第五十一条の規定　平成十五年四月一日

　（中小企業総合事業団の解散等）

第二条　中小企業総合事業団（以下「事業団」という。）は、この法律の施行の時にお

いて解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する

資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定め

るところに従い、その時において独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下「機構」



という。）及び中小企業金融公庫又は次条に規定する中小企業金融公庫の権利及び義

務を承継する法人として設立される法人（以下この条において「公庫承継法人」とい

う。）が承継する。

２　事業団の解散の際現に事業団が有する権利のうち、機構及び中小企業金融公庫又は

公庫承継法人がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、事業団の

解散の時において国が承継する。

３　前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要

な事項は、政令で定める。

４　第一項の規定により承継する権利及び義務の範囲は、次の各号に掲げる法人ごとに

当該各号に定めるところによる。

　一　中小企業金融公庫又は公庫承継法人　第一条（第一号に係る部分に限る。）の規

定による廃止前の中小企業総合事業団法（以下「旧事業団法」という。）第三十二

条第一項第二号に掲げる業務、破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信

用保険の特例に関する臨時措置法（平成十年法律第百五十一号）第七条の業務及び

附則第九条に規定する機械保険経過業務に係る権利及び義務

　二　機構　事業団が有する権利及び義務のうち前号に定めるもの以外のもの

５　前項の規定にかかわらず、事業団は、経済産業大臣が事業団の中小企業総合事業団

法（以下「事業団法」という。）第二十一条第一項第二号から第九号までに掲げる業

務の状況等を勘案して、財務大臣と協議の上、前項第二号の規定により機構が承継す

るものとされる権利に係る資産のうち中小企業金融公庫又は公庫承継法人に承継させ

るべきものを定めたときは、当該資産を中小企業金融公庫又は公庫承継法人に承継さ

せるものとする。

６　第一項の承継計画書は、事業団が、政令で定める基準に従って作成して経済産業大

臣の認可を受けたものでなければならない。

７　事業団の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

８　事業団の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及

び損益計算書の作成等については、機構及び中小企業金融公庫又は公庫承継法人が従

前の例により行うものとする。

９　第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の

際、同項に規定する承継計画書において定めるところに従い機構が承継する資産の価

額（第十四項及び第十五項の規定により機構に対し出えんされたものとされる金額及

び政令で定めるところにより積立金として整理すべきものとして経済産業大臣が財務

大臣と協議して定める金額の合計額を控除した金額とし、旧事業団法第三十二条第一

項第三号及び第四号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において当該勘定に属する資

産の価額が負債の金額及び旧共済事業出資金額（同項第三号及び第四号に掲げる業務

に充てるべきものとして政府から事業団に対し出資されたものとみなすものとしてそ



れぞれの業務ごとに経済産業大臣が財務大臣と協議して定める金額をいう。）の合計

額を下回るときは、その差額に相当する金額（第十二項において「差額」という。）

を加算した金額とする。）から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出

資されたものとする。

10　前項の資産の価額は、機構成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価

した価額とする。

11　前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

12　差額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成十四年法律第▼▼▼号。以下

「機構法」という。）第十八条第一項第四号及び第五号に掲げる業務に係るそれぞれ

の勘定における繰越欠損金として整理するものとする。

13　第九項の規定により政府から機構に対し出資されたものとされる金額のうち次の各

号に掲げるものは、それぞれ、機構の成立に際し、当該各号に定める基金に充てるべ

きものとして出資されたものとする。

　一　第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継する際における旧事業団

法附則第十九条第一項の繊維信用基金の総額に相当する金額から次項の規定により

機構に対し出えんされたものとされる金額を控除した金額　機構法附則第十条第一

項の繊維信用基金

　二　第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継する際における旧事業団

法附則第二十条第一項の繊維振興基金の総額に相当する金額から次項の規定により

機構に対し出えんされたものとされる金額を控除した金額　機構法附則第十一条第

一項の繊維振興基金

　三　第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継する際における旧事業団

法附則第二十一条第一項の繊維人材育成基金の総額に相当する金額から次項の規定

により機構に対し出えんされたものとされる金額を控除した金額　機構法附則第十

二条第一項の繊維人材育成基金

14　第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、次の表の上欄

に掲げる者から事業団に対し旧事業団法附則第六条第六項の規定により同表の中欄に

掲げる基金に充てるべきものとして出えんされたものとされた金額に相当する金額

は、それぞれ、機構の成立に際し、同表の上欄に掲げる当該者から機構に対し同表の

下欄に掲げる基金に充てるべきものとして出えんされたものとする。

繊維事業者（旧事業団法附則
第二十四条（第二号に係る部
分に限る。）の規定による廃
止前の繊維産業構造改善臨時
措置法（昭和四十二年法律第
八十二号）第二条第二項に規
定するものをいう。以下同

旧事業団法附則第十九
条第一項の繊維信用基
金

機構法附則第十条第一
項の繊維信用基金



じ。）又はその組織する団体
繊維事業者又はその組織する
団体

旧事業団法附則第二十
条第一項の繊維振興基
金

機構法附則第十一条第
一項の繊維振興基金

政府以外の者 旧事業団法附則第二十
一条第一項の繊維人材
育成基金

機構法附則第十二条第
一項の繊維人材育成基
金

15　第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際

における旧事業団法附則第七条第七項の規定により積み立てられている積立金に相当

する金額は、政府以外の者から機構に対し機構法第十八条第一項第一号に掲げる業務

に充てるべきものとして出えんされたものとする。

16　第一項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で

定める。

　（中小企業信用保険等の業務を行わせるための必要な措置）

第三条　政府は、平成十六年三月三十一日までに、特殊法人等改革基本法（平成十三年

法律第五十八号）第六条の規定に基づき、事業団法第三十二条第一項第二号に掲げる

業務を、別に法律で定めるところにより、中小企業金融公庫又は中小企業金融公庫の

権利及び義務を承継する法人として設立される法人に行わせるため、必要な措置を講

ずるものとする。

　（産業基盤整備基金の解散等）

第四条　産業基盤整備基金（以下「基金」という。）は、機構の成立の時において解散

するものとし、その一切の権利及び義務は、第三条の規定による改正前の民間事業者

の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法（以下「改正前特定施

設整備法」という。）第五十五条第一項（附則第三十六条の規定による改正前の特定

商業集積の整備の促進に関する特別措置法（平成三年法律第八十二号。以下「改正前

特定商業集積整備法」という。）第十三条第一項、附則第三十七条の規定による改正

前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法（平成四年法律第二十

二号。以下「改正前輸入・対内投資法」という。）第十二条第一項、附則第四十二条

の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一

体的推進に関する法律（平成十年法律第九十二号。以下「改正前中心市街地整備改善

活性化法」という。）第二十四条及び附則第四十四条の規定による改正前の新事業創

出促進法（平成十年法律第百五十二号。以下「改正前新事業創出促進法」という。）

第三十五条の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定にかかわらず、

次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。

２　機構の成立の際現に基金が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するた

めに必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

３　前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要



な事項は、政令で定める。

４　基金の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

５　基金の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び

損益計算書の作成等については、機構が従前の例により行うものとする。

６　第一項の規定により機構が基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、

現に次の各号に掲げる勘定ごとにそれぞれ基金に属する資産の価額（第二項の規定に

より国が承継する資産の価額を含み、第十三項の規定により機構に対し出えんされた

ものとされる金額を控除した金額とする。）から負債の金額を差し引いた額に、それ

ぞれ当該勘定ごとに政府以外の者から基金に対し出資されている金額（出資があった

ものとされたものを含む。以下この項及び次項において同じ。）が政府及び政府以外

の者から基金に対し出資されている金額に占める割合を乗じて得た額は、機構の成立

に際し、機構が政府以外の者に弁済すべき負債として整理するものとする。

　一　改正前特定商業集積整備法第十一条第一項（改正前中心市街地整備改善活性化法

第二十四条の規定により読み替えて適用される場合を含む。）に規定する特別勘定

　二　改正前新事業創出促進法第三十三条第一項に規定する債務保証特別勘定

　三　前二号に掲げる勘定、改正前輸入・対内投資法第十条第一項に規定する特別勘定

及び改正前新事業創出促進法第三十四条の二第一項に規定する出資特別勘定（第十

項において「出資特別勘定」という。）以外の一般の勘定

７　前項の規定により機構が政府以外の者に弁済すべき負債として整理する金額は、当

該政府以外の者から基金に対し出資されている金額を限度とする。

８　機構は、その成立後速やかに、政府以外の者に対し、第六項の規定により負債とし

て整理した金額を弁済するものとする。

９　第一項の規定により機構が基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、

第六項各号に掲げる勘定及び改正前輸入・対内投資法第十条第一項に規定する特別勘

定ごとに基金に属する資産の価額（第二項の規定により国が承継する資産の価額、第

十三項の規定により機構に対し出えんされたものとされる金額及び政令で定めるとこ

ろにより積立金として整理すべきものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定め

る金額の合計額を控除した金額とする。）から負債の金額を差し引いた額から、第六

項の規定により政府以外の者に弁済すべき負債として整理するものとされた金額を差

し引いた額は、それぞれ当該勘定ごとに政府から機構に対し出資されたものとする。

10　第一項の規定により機構が基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、

政府及び政府以外の者から基金に対し出資されている金額（出資特別勘定に係るもの

に限る。以下この項において「出資金額」という。）は、政府及び政府以外の者から

機構に対し出資されたものとし、現に出資特別勘定に属する資産の価額から負債の金

額及び出資金額の合計額を差し引いた額は、機構法附則第九条第一項に規定する出資

承継勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。



11　附則第二条第十項及び第十一項の規定は、第六項、第九項及び前項の資産の価額に

ついて準用する。

12　第九項の規定により政府から機構に対し出資されたものとされる金額のうち次の各

号に掲げるものは、それぞれ、機構の成立に際し、当該各号に定める基金に充てるべ

きものとして出資されたものとする。

　一　次のイ及びロに掲げる金額　機構法第二十条第一項に規定する第一種信用基金

　　イ　第九項（第六項第一号に掲げる勘定に係る部分に限る。）の規定により出資さ

れたものとされる金額

　　ロ　第九項（第六項第三号に掲げる勘定に係る部分に限る。）の規定により出資さ

れたものとされる金額のうち第一種信用基金に充てるべきものとして経済産業大

臣が財務大臣と協議して定める金額

　二　第九項（第六項第三号に掲げる勘定に係る部分に限る。）の規定により出資され

たものとされる金額（前号ロに掲げる金額を除く。）　機構法第二十一条第一項に

規定する第二種信用基金

13　第一項の規定により機構が基金の権利及び義務を承継したときは、政府以外の者か

ら基金に対し次の各号に掲げる使途に充てることを条件として出えんされている金額

（出えんがあったものとされたものを含む。以下この項において同じ。）は、それぞ

れ、機構の成立に際し、当該各号に定める基金に充てるべきものとして出えんされた

ものとする。

　一　第一項の規定による解散前の基金が負担する改正前特定商業集積整備法第九条第

一号又は改正前中心市街地整備改善活性化法第二十二条第一号に掲げる業務に係る

保証債務の弁済に充てることを条件として出えんされている金額　機構法第二十条

第一項に規定する第一種信用基金

　二　第一項の規定による解散前の基金が負担する保証債務の弁済に充てることを条件

として出えんされている金額（前号に掲げる金額を除く。）　機構法第二十一条第

一項に規定する第二種信用基金

14　第一項の規定により基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定

める。

　（地域振興整備公団の権利及び義務の承継等）

第五条　機構の成立の時において現に地域振興整備公団（以下「公団」という。）が有

する権利及び義務であって次に掲げる業務に係るものは、次項の規定により国が承継

する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において

定めるところに従い、その時において機構が承継する。

　一　第二条の規定による改正前の地域振興整備公団法（以下「改正前公団法」とい

う。）第二十四条の二に規定する工業再配置業務

　二　次に掲げる業務（前号に掲げるものを除く。）



　　イ　附則第三十八条の規定による改正前の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施

設の再配置の促進に関する法律（平成四年法律第七十六号）第四十二条の規定に

より読み替えて適用される改正前公団法第二十四条の二に規定する工業再配置等

業務

　　ロ　附則第四十条の規定による改正前の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法

（平成九年法律第二十八号）第十二条の規定により読み替えて適用される改正前

公団法第二十四条の二に規定する工業再配置等業務

　　ハ　改正前中心市街地整備改善活性化法第九条の規定により読み替えて適用される

改正前公団法第二十四条の二に規定する工業再配置等業務

　　ニ　改正前新事業創出促進法第二十七条の規定により読み替えて適用される改正前

公団法第二十四条の二に規定する工業再配置等業務

　　ホ　改正前新事業創出促進法附則第十二条第二項の規定により読み替えて適用され

る改正前公団法第二十四条の二に規定する工業再配置等業務

　　ヘ　改正前新事業創出促進法附則第九条（第二号に係る部分に限る。）の規定によ

る廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律（昭

和六十三年法律第三十二号）第八条の規定により読み替えて適用される改正前公

団法第二十四条の二に規定する工業再配置等業務（ホに掲げるものを除く。）

　三　改正前公団法第十九条第一項第一号ハに掲げる業務のうち改正前公団法第十九条

第一項第三号の規定による工場用地の造成と併せて行われるもの

　四　日本政策投資銀行法（平成十一年法律第七十三号）附則第三十六条の規定による

改正前の地域振興整備公団法（以下「平成十一年改正前の公団法」という。）第十

九条第一項第二号及び第七号に掲げる業務

　五　改正前公団法附則第十条第一項から第三項までの業務

　六　附則第二十八条の規定による改正前の旧産炭地域振興臨時措置法（昭和三十六年

法律第二百十九号）附則第四項前段の業務

七　石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十二年法

律第十六号）第六条の規定による改正前の地域振興整備公団法第二十四条の二に規

定する産炭地域振興業務（第四号及び第五号に掲げるものを除く。）

２　機構の成立の際現に公団が有する前項各号に掲げる業務に係る権利のうち、機構が

その業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において

国が承継する。

３　前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要

な事項は、政令で定める。

４　機構の成立の時において現に公団が発行している債券に係る債務のうち第一項の規

定により機構が承継するものの範囲は、経済産業大臣が国土交通大臣と協議して定め

る。



５　第一項の承継計画書は、公団が、政令で定める基準に従って作成して経済産業大臣

の認可を受けたものでなければならない。

６　第一項の規定により機構が公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、

同項に規定する承継計画書において定めるところに従い機構が承継する資産の価額

（同項第一号から第三号までに掲げる業務及び同項第四号に掲げる業務（平成十一年

改正前の公団法第十九条第一項第二号に掲げるものに限る。）（以下この項及び次項

において「旧工業再配置等業務」という。）に係るものを控除した金額とし、改正前

公団法附則第十条第五項に規定する特別の勘定に属する資産の価額が負債の金額を下

回るときは、その差額に相当する金額（第九項において「差額」という。）を加算し

た金額とする。）から負債の金額（旧工業再配置等業務に係るものを控除した金額と

する。）を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

７　第一項の規定により機構が公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、

旧工業再配置等出資金額（旧工業再配置等業務に充てるべきものとして政府から公団

に対し出資されたものとみなすものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して定める

金額をいう。以下この項において同じ。）は、政府から機構に対し出資されたものと

し、現に改正前公団法第二十四条の二に規定する工業再配置業務に係る勘定に属する

資産の価額（第一項第三号に掲げる業務に係る資産の価額を加算した金額とする。）

から負債の金額（同号に掲げる業務に係る負債の金額を加算した金額とする。）及び

旧工業再配置等出資金額の合計額を差し引いた額は、政令で定めるところにより積立

金又は繰越欠損金として整理するものとする。

８　附則第二条第十項及び第十一項の規定は、前二項の資産の価額について準用する。

９　差額は、機構法附則第六条第五項に規定する特別の勘定における繰越欠損金として

整理するものとする。

10　公団は、第一項の規定により機構が公団の権利及び義務を承継した時に、第一項各

号に掲げる業務に必要な資金に充てるため政府から公団に対し出資された額として経

済産業大臣が定める金額によりその資本金を減少するものとする。

11　経済産業大臣は、第五項の認可をしようとするとき、又は前項の額を定めようとす

るときは、国土交通大臣に協議しなければならない。

12　公団のこの法律の施行の日を含む事業年度の第一項各号に掲げる業務に係る決算並

びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、機構が従前の例によ

り行うものとする。

　（権利及び義務の承継に伴う経過措置）

第六条　附則第二条第一項又は前条第一項の規定により機構が承継する次の各号に掲げ

る長期借入金又は債券に係る債務について政府がした当該各号に定める保証契約は、

その承継後においても、当該長期借入金又は債券に係る債務について従前の条件によ

り存続するものとする。



　一　旧事業団法第三十七条第一項の長期借入金及び中小企業総合事業団債券　旧事業

団法第三十八条の規定による保証契約

　二　改正前公団法第二十六条第一項の長期借入金及び地域振興整備債券　改正前公団

法第二十六条の二の規定による保証契約

２　前項の中小企業総合事業団債券及び地域振興整備債券並びに旧事業団法附則第七条

第一項の規定により事業団に承継された中小企業事業団債券は、機構法第二十二条第

三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項の規定による中小企業基盤整備

債券とみなす。

　（中小企業総合事業団法の廃止等に伴う経過措置）

第七条　旧事業団法（第十一条及び第十八条を除く。）、改正前公団法（第十条を除

く。）又は改正前特定施設整備法（第三十一条を除く。）の規定によりした処分、手

続その他の行為は、独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）又は機構法中の

相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

　（機械類信用保険法の廃止に伴う経過措置）

第八条　第一条（第二号に係る部分に限る。）の規定の施行前に成立している同条の規

定による廃止前の機械類信用保険法（以下「旧機械保険法」という。）第三条第二項

又は第三条の二第二項（附則第三十九条の規定による改正前の中小企業の創造的事業

活動の促進に関する臨時措置法（平成七年法律第四十七号）第八条の二第二項又は第

八条の三第二項の規定においてそれぞれ準用する場合を含む。）の保険関係について

は、なお従前の例による。

２　機械類信用保険法の廃止の日の前日を含む事業年度に係る旧機械保険法第十一条の

業務に関する決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、

なお従前の例による。

　（機械保険経過業務）

第九条　事業団は、事業団法第二十一条第一項の業務のほか、前条第一項の規定により

なお従前の例によるものとされた保険関係（以下「旧保険関係」という。）に係る旧

機械保険法第十一条の業務（以下「機械保険経過業務」という。）を行う。

　（機械保険経過業務運営基金）

第十条　事業団は、機械保険経過業務に関して、機械保険経過業務運営基金（以下「運

営基金」という。）を設け、第一条（第二号に係る部分に限る。）の規定の施行の際

現に旧機械保険法第十三条第一項の機械類信用保険運営基金に充てるべきものとして

政府から出資されている出資金に相当する金額及び次項の規定により政府から出資さ

れた金額をもってこれに充てるものとする。

２　政府は、運営基金に充てるために必要があると認めるときは、予算で定める金額の

範囲内において、事業団に追加して出資することができる。

３　事業団は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金



を増加するものとする。

　（機械保険経過業務勘定）

第十一条　事業団は、機械保険経過業務に係る経理については、その他の経理と区分

し、特別の勘定（以下「機械保険経過業務勘定」という。）を設けて整理しなければ

ならない。

２　第一条（第二号に係る部分に限る。）の規定の施行の際現に旧機械保険法第十四条

第一項に規定する特別の勘定に所属する権利及び義務は、機械保険経過業務勘定に帰

属するものとする。

　（機械保険経過業務勘定への繰入れの特例）

第十二条　事業団は、平成十五年度に限り、機械保険経過業務に必要な資金に充てるた

め、あらかじめ機械保険経過業務に関する予算をもって国会の議決を経た場合に限

り、経済産業大臣及び財務大臣の承認を受けて、事業団法第三十二条第一項第一号に

掲げる業務に係る勘定に属する次に掲げる金額の一部を機械保険経過業務勘定に繰り

入れることができる。

　一　事業団法第三十三条第一項の規定による積立金の額に相当する金額

　二　事業団法第三十四条第一項の出資資金に充てられている金額に相当する金額（同

項に規定する出資業務の遂行に支障のない範囲内のものに限る。）

　三　事業団法第三十五条第一項の新事業開拓促進資金に充てられている金額に相当す

る金額（同項に規定する新事業開拓促進業務の遂行に支障のない範囲内のものに限

る。）

　（機械保険経過業務勘定における利益及び損失の処理）

第十三条　事業団は、機械保険経過業務勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を

生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その

残余の額は、積立金として整理しなければならない。

２　事業団は、機械保険経過業務勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じた

ときは、前項に規定する積立金を取り崩して整理し、なお不足があるときは、その不

足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

３　第一項に規定する積立金は、前項の規定により損失をうめる場合を除いては、取り

崩してはならない。

　（機械保険経過業務勘定の廃止）

第十四条　事業団は、旧保険関係に基づくすべての保険金の支払を終えたときは、機械

保険経過業務勘定を廃止するものとし、その廃止の際機械保険経過業務勘定に所属す

る権利及び義務を事業団法第三十二条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定に帰属さ

せるものとする。

２　機械保険経過業務勘定を廃止した日の前日を含む機械保険経過業務に係る事業年度

は、その日に終わるものとする。



３　機械保険経過業務勘定を廃止した日の前日を含む事業年度に係る機械保険経過業務

に関する決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成等については、なお

従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、附則第十七条の規定

により読み替えて適用される事業団法第二十九条の規定にかかわらず、その廃止した

日から起算して二月を経過する日とする。

　（機械保険経過業務勘定の資産の帰属に伴う出資の取扱い）

第十五条　前条第一項の規定による機械保険経過業務勘定の廃止の時（以下この条及び

次条において「廃止時」という。）において、附則第十三条第二項に規定する繰越欠

損金として整理されている金額があるときは、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号

に定める金額については、運営基金に充てるべきものとしての事業団に対する政府の

出資はなかったものとし、廃止時において、事業団はその額により資本金を減少する

ものとする。

　一　廃止時までに運営基金に充てるべきものとして政府から出資されている出資金に

相当する金額（以下この条及び次条において「運営基金相当金額」という。）が繰

越欠損金の金額を超える場合　当該繰越欠損金に相当する金額

　二　運営基金相当金額が繰越欠損金の金額以下である場合　運営基金相当金額

２　前条第一項の規定により事業団が機械保険経過業務勘定に所属する権利及び義務を

事業団法第三十二条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定に帰属させたときは、運営

基金相当金額（前項の規定により出資がなかったものとされた額を除く。）は、政府

から事業団に対し事業団法第三十六条第一項の中小企業信用保険準備基金に充てるべ

きものとして出資されたものとする。

　（機械保険経過業務勘定の権利及び義務の帰属に伴う積立金又は繰越欠損金の取扱

い）

第十六条　事業団は、廃止時において附則第十三条第一項に規定する積立金として整理

されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を事業団法第三十三条第三項

に規定する積立金として整理するものとする。

２　事業団は、廃止時において附則第十三条第二項に規定する繰越欠損金として整理さ

れている金額がある場合において、当該繰越欠損金の金額が運営基金相当金額を超え

るときは、その差額に相当する額については、事業団法第三十二条第一項第二号に掲

げる業務に係る勘定において、機械保険経過業務勘定を廃止した日を含む事業年度の

損益計算上生じた損失とみなして、事業団法第三十三条第四項の規定を適用する。

　（事業団法の特例）

第十七条　附則第九条の規定により事業団が同条の業務を行う場合には、事業団法第二

十三条第一項中「規定する業務」とあるのは「規定する業務並びに中小企業総合事業

団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律（平成十四年法律第▼▼▼号。以下

「廃止法」という。）附則第九条に規定する業務（以下「機械保険経過業務」とい



う。）」と、「主務大臣」とあるのは「主務大臣（機械保険経過業務に係るものにつ

いては、経済産業大臣）」と、同条第二項中「第九号に掲げる業務」とあるのは「第

九号に掲げる業務並びに機械保険経過業務」と、「保証の範囲」とあるのは「保証の

範囲（機械保険経過業務に係るものについては、保険関係が成立する割賦販売契約

（廃止法第一条（第二号に係る部分に限る。）の規定による廃止前の機械類信用保険

法（昭和三十六年法律第百五十六号。以下「旧機械保険法」という。）第二条第一項

に規定する割賦販売契約をいう。）及び購入資金借入保証契約（旧機械保険法第二条

第二項に規定する購入資金借入保証契約をいう。）並びにリース契約（旧機械保険法

第二条第三項に規定するリース契約をいう。）の範囲）」と、「同項第八号の規定に

よる保険に関する業務」とあるのは「第二十一条第一項第八号の規定による保険に関

する業務及び機械保険経過業務」と、事業団法第二十五条第二項中「特定保険等業

務」とあるのは「特定保険等業務及び機械保険経過業務」と、「主務大臣」とあるの

は「主務大臣（機械保険経過業務に係るものについては、経済産業大臣及び財務大

臣）」と、事業団法第二十六条第一項から第八項まで、第十一項から第十五項まで、

第十七項及び第十九項から第二十三項まで、第二十七条、第二十八条第一項、第二

項、第六項、第七項及び第九項、第二十九条、第三十一条（第三項、第六項及び第七

項を除く。）、第四十条第七項、第四十一条並びに第四十三条中「特定保険等業務」

とあるのは「特定保険等業務及び機械保険経過業務」と、事業団法第二十六条第一

項、第十一項、第十四項、第十七項、第十九項及び第二十一項、第二十八条第四項、

第七項及び第八項、第三十一条第一項及び第四項、第三十七条第四項並びに第四十一

条中「主務大臣」とあるのは「主務大臣（機械保険経過業務に係るものについては、

経済産業大臣及び財務大臣）」と、事業団法第二十六条第二項第二号中「財産目録」

とあるのは「財産目録（機械保険経過業務に係る平成十五年度の予算については平成

十三年度の旧機械保険法第十一条に規定する業務（以下この号及び次号において「旧

機械保険業務」という。）、平成十六年度の予算については平成十四年度の旧機械保

険業務に関するそれぞれの損益計算書、貸借対照表及び財産目録）」と、同項第三号

中「予定貸借対照表」とあるのは「予定貸借対照表（機械保険経過業務に係る平成十

五年度の予算については、平成十四年度の旧機械保険業務及び平成十五年度の機械保

険経過業務に関する予定損益計算書及び予定貸借対照表。第十九項において同

じ。）」と、事業団法第三十一条第二項及び第六項中「主務省令」とあるのは「主務

省令（機械保険経過業務に係るものについては、経済産業省令・財務省令）」と、事

業団法第三十七条第四項中「附帯する業務」とあるのは「附帯する業務並びに機械保

険経過業務」と、同条第五項中「区分された額」とあるのは「区分された額（機械保

険経過業務に係るものについては、廃止法附則第十条第一項に規定する機械保険経過

業務運営基金の金額）」と、事業団法第四十条第一項及び第二項中「業務に係る勘

定」とあるのは「業務に係る勘定及び廃止法附則第十一条第一項に規定する特別の勘



定」と、事業団法第四十三条中「この法律」とあるのは「この法律及び廃止法附則第

八条から第十八条まで」と、事業団法第四十四条及び第四十五条第一項中「主務大

臣」とあるのは「主務大臣（機械保険経過業務に係る事項については、経済産業大

臣）」と、事業団法第四十四条第二項及び第四十五条第一項中「又は中小企業倒産防

止共済法」とあるのは「、中小企業倒産防止共済法又は廃止法附則第八条から第十八

条までの規定」と、事業団法第五十一条第一号中「この法律」とあるのは「この法律

又は廃止法附則第十二条若しくは廃止法附則第十七条の規定により読み替えて適用さ

れる第二十三条第一項、第二十五条第二項、第二十六条第十七項、第二十八条第一

項、第二項若しくは第七項、第三十一条第一項若しくは第三十七条第四項」と、「主

務大臣」とあるのは「主務大臣（機械保険経過業務に係るものについては、経済産業

大臣又は財務大臣）」と、同条第三号中「第二十一条第一項」とあるのは「第二十一

条第一項及び廃止法附則第九条」とする。

　（平成十五年度の機械保険経過業務に関する予算の特例）

第十八条　平成十五年度の機械保険経過業務に関する予算については、事業団は、第一

条（第二号に係る部分に限る。）の規定の施行前においても前条の規定により読み替

えて適用される事業団法第二十六条の規定によることができる。

　（国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正）

第十九条　国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律（昭和二十五年法律第六十

一号）の一部を次のように改正する。

　　第一条第一項中「、機械類信用保険法（昭和三十六年法律第百五十六号）第十一条

に規定する業務」を削る。

　（国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置）

第二十条　事業団が機械保険経過業務を行う場合には、当該業務を前条の規定による改

正後の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第一条第一項に規定する特定

業務とみなして、同法の規定を適用する。

　（国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正）

第二十一条　国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部を次のように改正

する。

　　第一条第一項中「中小企業総合事業団、」、「（中小企業総合事業団にあつては、

中小企業総合事業団法（平成十一年法律第十九号）第三十二条第一項第二号に掲げる

業務及び破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨

時措置法（平成十年法律第百五十一号）第七条に規定する業務（以下「特定業務」と

総称する。）に係る債権に限る。）」及び「（中小企業総合事業団にあつては、特定

業務に係る債務に限る。）」を削る。

　　第二条第一項中「（中小企業総合事業団にあつては、特定業務に係るものに限

る。）」を削る。



　（予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正）

第二十二条　予算執行職員等の責任に関する法律（昭和二十五年法律第百七十二号）の

一部を次のように改正する。

　　第九条第一項中「、機械類信用保険法（昭和三十六年法律第百五十六号）第十一条

に規定する業務」を削る。

　（予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置）

第二十三条　前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一

項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する中小企業総合事業団の予算執行職

員、現金出納職員又は物品管理職員（それぞれ旧機械保険法第十一条に規定する業務

に係るものに限る。）の前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定によ

る改正前の予算執行職員等の責任に関する法律の規定は、なおその効力を有する。

２　事業団が機械保険経過業務を行う場合には、当該業務を前条の規定による改正後の

予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項に規定する特定業務とみなして、同

法の規定を適用する。

　（予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正）

第二十四条　予算執行職員等の責任に関する法律の一部を次のように改正する。

　　第九条第一項中「中小企業総合事業団、」、「（中小企業総合事業団にあつては、

中小企業総合事業団法（平成十一年法律第十九号）第三十二条第一項第二号に掲げる

業務及び破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨

時措置法（平成十年法律第百五十一号）第七条に規定する業務（以下「特定業務」と

総称する。）に関する予算執行の職務を行う者に限る。）」及び「中小企業総合事業

団にあつては、特定業務に係る部分に限る。」を削る。

　　第十条第一項中「中小企業総合事業団にあつては、特定業務に係る現金の出納保管

をつかさどることを命ぜられた職員に限る。」を削る。

　　第十一条第一項中「（中小企業総合事業団にあつては、特定業務に係る勘定に属す

る物品の管理の職務を行う者に限る。）」を削る。

　（予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置）

第二十五条　前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一

項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する中小企業総合事業団の予算執行職

員、現金出納職員又は物品管理職員の前条の規定の施行前にした行為については、同

条の規定による改正前の同法の規定は、なおその効力を有する。

　（地方財政再建促進特別措置法の一部改正）

第二十六条　地方財政再建促進特別措置法（昭和三十年法律第百九十五号）の一部を次

のように改正する。

　　第二十四条第二項中「、中小企業総合事業団」を削る。

　（小規模企業者等設備導入資金助成法の一部改正）



第二十七条　小規模企業者等設備導入資金助成法（昭和三十一年法律第百十五号）の一

部を次のように改正する。

　　第十条第三項中「中小企業総合事業団法（平成十一年法律第十九号）第二十一条第

一項第二号」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成十四年法律第▼▼▼

号）第十五条第一項第三号」に、「中小企業総合事業団から」を「独立行政法人中小

企業基盤整備機構から」に、「中小企業総合事業団に」を「独立行政法人中小企業基

盤整備機構に」に、「同項第三号」を「同項第四号」に改める。

　（旧産炭地域振興臨時措置法の一部改正）

第二十八条　旧産炭地域振興臨時措置法の一部を次のように改正する。

　　附則第三項中「平成十四年度の開始の日から」を削り、「地域振興整備公団」を

「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める。

　　附則第四項及び第五項を削り、附則第六項中「附則第六項」を「附則第四項」に改

め、同項を附則第四項とする。

　（中小企業支援法の一部改正）

第二十九条　中小企業支援法（昭和三十八年法律第百四十七号）の一部を次のように改

正する。

　　第一条並びに第三条第一項及び第二項中「中小企業総合事業団」を「独立行政法人

中小企業基盤整備機構」に改める。

　（小規模企業共済法の一部改正）

第三十条　小規模企業共済法（昭和四十年法律第百二号）の一部を次のように改正す

る。

　　本則（第二条第二項、第十六条の二及び第十六条の三を除く。）中「事業団」を

「機構」に改める。

　　第二条第二項中「中小企業総合事業団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」

に、「「事業団」を「「機構」に、「、事業団」を「、機構」に改める。

　　第十六条の二中「事業団が」を「機構が」に、「中小企業総合事業団法（平成十一

年法律第十九号）第二十一条第一項第十二号」を「独立行政法人中小企業基盤整備機

構法（平成十四年法律第▼▼▼号）第十五条第二項第六号」に、「、事業団」を「、

機構」に改める。

　　第十六条の三中「事業団が中小企業総合事業団法第二十一条第一項第十二号」を

「機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第二項第六号」に、「、事業

団」を「、機構」に改める。

　（小規模企業共済法の一部改正に伴う経過措置）

第三十一条　前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の小規模企業共済法の規定

によってした共済契約の申込み、掛金月額の増加又は減少の申込みその他の手続は、

同条の規定による改正後の小規模企業共済法の規定によってしたものとみなす。



　（流通業務市街地の整備に関する法律の一部改正）

第三十二条　流通業務市街地の整備に関する法律（昭和四十一年法律第百十号）の一部

を次のように改正する。

　　目次中「第五章　流通業務効率化基盤整備事業（第四十七条の二―第四十七条の

六）」を削り、「第六章　雑則（第四十七条の七」を「第五章　雑則（第四十七条の

二」に、「第七章」を「第六章」に改める。

　　第三条第一項中「及び第四十七条の二」を削る。

　　第五章を削る。

　　第四十七条の七中「及び前章」を削り、第六章中同条を第四十七条の二とし、第四

十七条の八を第四十七条の三とする。

　　第六章を第五章とし、第七章を第六章とする。

　（都市計画法の一部改正）

第三十三条　都市計画法（昭和四十三年法律第百号）の一部を次のように改正する。

　　第三十四条第五号中「中小企業総合事業団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機

構」に、「中小企業の事業の共同化又は工場、店舗等の集団化」を「中小企業者の行

う他の事業者との連携若しくは事業の共同化又は中小企業の集積の活性化」に改め

る。

　（中小企業倒産防止共済法の一部改正）

第三十四条　中小企業倒産防止共済法（昭和五十二年法律第八十四号）の一部を次のよ

うに改正する。

　　本則（第二条第二項を除く。）中「事業団」を「機構」に改める。

　　第二条第二項中「中小企業総合事業団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」

に、「「事業団」を「「機構」に、「、事業団」を「、機構」に改める。

　（中小企業倒産防止共済法の一部改正に伴う経過措置）

第三十五条　前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の中小企業倒産防止共済法

の規定によってした共済契約の申込み、掛金月額の増加又は減少の申込みその他の手

続は、同条の規定による改正後の中小企業倒産防止共済法の規定によってしたものと

みなす。

　（特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の一部改正）

第三十六条　特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の一部を次のように改正す

る。

　　第九条を次のように改める。

　　（独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う特定商業集積整備促進業務）

　第九条　独立行政法人中小企業基盤整備機構は、特定商業集積の整備を促進するた

め、同意基本構想に係る特定商業集積を構成する施設を設置する事業を行う者（そ

の施設の全部又は一部が特定施設整備法第二条第一項第十三号に掲げる特定施設で



ある施設を設置する事業を行う者であって、当該特定施設を設置する事業に関する

計画について特定施設整備法第四条第一項の認定を受けたものに限る。）に対し、

当該施設を設置する事業に必要な資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。

　　第十条から第十四条までを削り、第十五条を第十条とし、第十六条から第十九条ま

でを五条ずつ繰り上げる。

　（輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の一部改正）

第三十七条　輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の一部を次のよ

うに改正する。

　　第八条の見出し中「産業基盤整備基金」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」

に改め、同条各号列記以外の部分を次のように改める。

　　　独立行政法人中小企業基盤整備機構は、輸入を促進し、及び対内投資事業の実施

を円滑に進めるため、次に掲げる業務を行う。

　　第八条第七号及び第九条から第十二条までを削る。

　　第十三条第一項の表第三条第一項の項中「第十三条第一項」を「第九条第一項」に

改め、同条を第九条とし、第十四条から第二十条までを四条ずつ繰り上げる。

　　第二十一条第一項第一号中「及び第十二条第三項の規定による協議」を削り、同条

を第十七条とする。

　（地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改

正）

第三十八条　地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の

一部を次のように改正する。

　　第四十条第二項を削り、同条第三項中「前二項の業務のほか、前二項」を「前項の

業務のほか、同項」に改め、同項第二号及び第三号を削り、同項第四号中「及び産業

業務施設の再配置」を削り、同号を同項第二号とし、同項第五号中「から第三号ま

で」及び「及び産業業務施設の再配置」を削り、同号を同項第三号とし、同項を同条

第二項とする。

　　第四十二条を次のように改める。

　　（公団法の特例）

　第四十二条　前二条の規定により公団の業務又は投資が行われる場合には、公団法第

十九条第二項中「同項の業務」とあるのは「同項の業務及び地方拠点都市地域の整

備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十条第一項の業務」と、同条

第三項中「前項に規定する業務」とあるのは「前項に規定する業務又は地方拠点都

市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十条第二項に規定

する業務」と、公団法第十九条の二第一項中「前条の公団の業務」とあるのは「前

条の公団の業務及び地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関

する法律第四十条の公団の業務」と、同条第二項第一号中「前条第一項の業務」と



あるのは「前条第一項の業務及び地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配

置の促進に関する法律第四十条第一項の業務」と、公団法第十九条の三第一項及び

第二項中「及び第二号の業務」とあるのは「及び第二号の業務並びに地方拠点都市

地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十条第一項第一号の

業務」と、公団法第十九条の四第二項中「第十九条第一項第一号の業務」とあるの

は「第十九条第一項第一号の業務及び地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の

再配置の促進に関する法律第四十条第一項第一号の業務」と、公団法第三十六条第

一号中「この法律の規定」とあるのは「この法律の規定及び地方拠点都市地域の整

備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四十一条第一項の規定」と、同

条第三号中「第十九条第一項及び第二項」とあるのは「第十九条第一項及び第二項

並びに地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第四

十条」と、「第十九条の五」とあるのは「第十九条の五及び同法第四十一条第一

項」とする。

　（中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正）

第三十九条　中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を次のように

改正する。

　　第八条の二から第八条の四までを削る。

　（特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の一部改正）

第四十条　特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の一部を次のように改正する。

　　第十一条の見出し中「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機

構」に改め、同条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。

　　　独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下「機構」という。）は、基盤的技術産

業集積活性化促進地域における特定基盤的技術の高度化等を促進するため、次に掲

げる業務を行う。

　　第十一条第一項第一号中「、工場用地（基盤的技術産業に属する事業の用に供する

ものに限り、これと併せて整備されるべき住宅及び道路その他の施設の敷地を含む。

以下この条において同じ。）又は業務用地（基盤的技術産業に属する事業の用に供す

るものに限り、これと併せて整備されるべき住宅及び道路その他の施設の敷地を含

む。以下この条において同じ。）の造成」及び「当該工場用地、当該業務用地、」を

削り、同項第二号を次のように改める。

　　二　基盤的技術産業集積活性化促進地域において、工場用地（基盤的技術産業に属

する事業の用に供するものに限り、これと併せて整備されるべき住宅及び道路そ

の他の施設の敷地を含む。以下この条において同じ。）又は業務用地（基盤的技

術産業に属する事業の用に供するものに限り、これと併せて整備されるべき住宅

及び道路その他の施設の敷地を含む。以下この条において同じ。）の造成、当該

工場用地又は当該業務用地の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃



貸その他の管理及び譲渡を行うこと。

　　第十一条第二項中「公団は」を「機構は」に、「同項の業務及び公団法第十九条第

一項」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成十四年法律第▼▼▼号）第十

五条第一項及び附則第四条第一項」に改め、同項第二号中「公団」を「機構」に改

め、同項第三号を削り、同項第四号中「第一号及び第二号」を「前二号」に、「並び

に」を「及び」に改め、同号を同項第三号とする。

　　第十二条から第十四条までを次のように改める。

　第十二条から第十四条まで　削除

　（大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の

一部改正）

第四十一条　大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関す

る法律（平成十年法律第五十二号）の一部を次のように改正する。

　　第六条を次のように改める。

　　（独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う技術移転促進業務）

　第六条　独立行政法人中小企業基盤整備機構は、特定研究成果の民間事業者への移転

を促進するため、承認計画に係る特定大学技術移転事業の実施に必要な資金を調達

するために発行する社債（社債等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五

号）第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。）及び当該資金の借入れに係る

債務の保証の業務を行う。

　　第七条を次のように改める。

　第七条　削除

　（中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法

律の一部改正）

第四十二条　中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に

関する法律の一部を次のように改正する。

　　第八条第二項を削り、同条第三項中「前二項の業務のほか、前二項」を「前項の業

務のほか、同項」に改め、同項第二号及び第三号を削り、同項第四号中「並びに商業

の活性化及び都市型新事業を実施する企業等の立地の促進」を削り、同号を同項第二

号とし、同項第五号中「から第三号まで」及び「並びに商業の活性化及び都市型新事

業を実施する企業等の立地の促進」を削り、同号を同項第三号とし、同項を同条第二

項とし、同条第四項を削る。

　　第九条を次のように改める。

　　（公団法の特例）

　第九条　前条の規定により公団の業務が行われる場合には、公団法第十九条第二項中

「同項の業務」とあるのは「同項の業務及び中心市街地における市街地の整備改善

及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律（以下「中心市街地整備改善活性化



法」という。）第八条第一項の業務」と、同条第三項中「前項に規定する業務」と

あるのは「前項の業務又は中心市街地整備改善活性化法第八条第二項の業務」と、

公団法第十九条の三第一項及び第二項中「及び第二号の業務」とあるのは「及び第

二号の業務並びに中心市街地整備改善活性化法第八条第一項第一号の業務」と、公

団法第十九条の四第二項中「第十九条第一項第一号の業務」とあるのは「第十九条

第一項第一号の業務及び中心市街地整備改善活性化法第八条第一項第一号の業務」

と、公団法第三十六条第三号中「第十九条第一項及び第二項」とあるのは「第十九

条第一項及び第二項並びに中心市街地整備改善活性化法第八条」とする。

　　第二十二条の見出しを「（独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う商業活性化・

都市型新事業立地促進業務）」に改め、同条各号列記以外の部分を次のように改め

る。

　　　機構は、前項の業務のほか、特定中心市街地における商業の活性化を促進するた

め、次に掲げる業務を行う。

　　第二十二条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号及び第五号を削り、同条

を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

　　　独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下「機構」という。）は、特定中心市街

地における商業の活性化及び都市型新事業を実施する企業等の立地を促進するた

め、次に掲げる業務を行う。

　　一　特定中心市街地において、次に掲げる施設の整備及び管理の事業を行う者に対

し、その事業に必要な資金の出資を行い、又は出資を行った当該者の委託を受け

てこれらの施設（イに掲げる施設にあっては、これと併せて整備される商業施設

を含む。）の整備若しくは賃貸その他の管理の事業を行うこと。

　　　イ　商業基盤施設

　　　ロ　都市型新事業の技術に関する研究開発のための施設であって都市型新事業の

技術に関する研究開発を行う者の共用に供するもの、都市型新事業の技術に関

する研究開発及びその企業化を行うための事業場又は都市型新事業に係る商品

若しくは役務の展示及び販売若しくは提供のための施設

　　二　特定中心市街地において、都市型新事業の用に供する工場若しくは事業場又は

当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの

賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。

　　第二十二条に次の一項を加える。

　３　機構は、前二項の業務のほか、独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成十四

年法律第▼▼▼号）第十五条第一項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受

けて、次に掲げる業務を行うことができる。

　　一　特定中心市街地における第一項第一号に掲げる施設又は都市型新事業の用に供

する工場若しくは事業場の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡



　　二　第一項の規定により機構が行う同項第一号に掲げる施設又は都市型新事業の用

に供する工場若しくは事業場（以下この号において「工場等」という。）の整備

と併せて整備されるべき公共の用に供する施設及び当該工場等の利用者の利便に

供する施設の整備並びに当該施設の賃貸その他の管理及び譲渡

　　三　前二号に掲げる業務に関連する技術的援助並びに中心市街地における商業の活

性化及び都市型新事業を実施する企業等の立地の促進のための計画の策定に係る

技術的援助

　　第二十三条から第二十五条までを次のように改める。

　第二十三条から第二十五条まで　削除

　（債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正）

第四十三条　債権管理回収業に関する特別措置法（平成十年法律第百二十六号）の一部

を次のように改正する。

　　第二条第一項第一号ニを次のように改める。

　　　ニ　独立行政法人中小企業基盤整備機構

　（新事業創出促進法の一部改正）

第四十四条　新事業創出促進法の一部を次のように改正する。

　　目次中「産業基盤整備基金の業務の特例」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構

の行う新事業創出促進業務」に改める。

　　第四条から第七条までを次のように改める。

　第四条から第七条まで　削除

　　第二十六条及び第二十七条を次のように改める。

　第二十六条及び第二十七条　削除

　　第二十八条第一項中「同意集積地域」を「同意集積計画（第二十五条第一項の規定

による変更の同意があったときは、その変更後のもの）に係る高度技術産業集積地域

（以下「同意集積地域」という。）」に改める。

　　第五章を次のように改める。

　　　　第五章　独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う新事業創出促進業務

　第三十二条　独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下この章において「機構」とい

う。）は、同意集積地域及び基本構想に定められた高度研究機能集積地区（以下

「特定高度研究機能集積地区」という。）における高度技術に関する研究開発及び

その企業化を行うため、次に掲げる業務を行う。

　　一　同意集積地域において、工場（高度技術の開発又は利用に供するものに限る。

以下「工場」という。）、事業場（高度技術の開発又は利用に供するものに限

る。以下「事業場」という。）又は当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便

に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。

　　二　同意集積地域において、工場用地（高度技術の開発又は利用に供するものに限



り、これと併せて整備されるべき住宅及び道路その他の施設の敷地を含む。以下

「工場用地」という。）又は業務用地（高度技術の開発又は利用に供するものに

限り、これと併せて整備されるべき住宅及び道路その他の施設の敷地を含む。以

下「業務用地」という。）の造成、当該工場用地又は当該業務用地の利用者の利

便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。

　　三　特定高度研究機能集積地区において、工場、事業場又は当該工場若しくは当該

事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び

譲渡を行うこと。

　　四　特定高度研究機能集積地区において、高度技術に関する研究開発及びその研究

成果を活用した事業を行うための事業場として相当数の企業等に利用させるため

の施設（以下「新事業支援施設」という。）の整備及び管理の事業を行う者に対

し、その事業に必要な資金の出資を行い、又は出資を行った当該者の委託を受け

てその施設の整備若しくは賃貸その他の管理の事業を行うこと。

　２　機構は、前項の業務のほか、新たな事業の創出を促進するため、創業者（第二条

第二項第六号に掲げる会社にあっては、特定会社が第九条第一項の規定により適用

される産業活力再生特別措置法第三条第一項の認定（同法第四条第一項に規定する

変更の認定を含む。）を受けた事業再構築計画に従って設立したものに限る。）が

その事業に必要な資金及び認定事業者が認定計画（第十一条の二第四項第一号及び

第二号に適合するものとして認定を受けたものに限る。）に従って行う新事業分野

開拓のための事業に必要な資金を調達するために発行する社債（社債等の振替に関

する法律（平成十三年法律第七十五号）第六十六条第一号に規定する短期社債を除

く。）及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。

　３　機構は、前二項の業務のほか、独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成十四

年法律第▼▼▼号）第十五条第一項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受

けて、次に掲げる業務を行うことができる。

　　一　同意集積地域における工場用地若しくは業務用地（以下「用地等」という。）

の造成、工場若しくは事業場（以下「工場等」という。）、当該用地等若しくは

当該工場等と併せて整備されるべき公共の用に供する施設又は当該用地等若しく

は当該工場等の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管

理及び譲渡

　　二　特定高度研究機能集積地区における工場等若しくは新事業支援施設、当該工場

等若しくは当該新事業支援施設と併せて整備されるべき公共の用に供する施設又

は当該工場等若しくは当該新事業支援施設の利用者の利便に供する施設の整備並

びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡

　　三　前二号に掲げる業務に関連する技術的援助及び高度技術産業集積活性化計画の

策定に係る技術的援助



　第三十三条から第三十五条まで　削除

　　附則第十二条及び第十三条を次のように改める。

　第十二条及び第十三条　削除

　（日本政策投資銀行法の一部改正）

第四十五条　日本政策投資銀行法の一部を次のように改正する。

　　附則第三十八条を次のように改める。

　第三十八条　削除

　（産業活力再生特別措置法の一部改正）

第四十六条　産業活力再生特別措置法（平成十一年法律第百三十一号）の一部を次のよ

うに改正する。

　　第十四条の見出し中「産業基盤整備基金」を「独立行政法人中小企業基盤整備機

構」に改め、同条各号列記以外の部分を次のように改める。

　　　独立行政法人中小企業基盤整備機構は、事業再構築を円滑化するため、次に掲げ

る業務を行う。

　　第十四条第三号及び第四号を削る。

　　第十五条を次のように改める。

　第十五条　削除

　　第二十七条の表中「新事業創出促進法」を「新事業創出促進法（平成十年法律第百

五十二号）」に、「中小企業総合事業団法」を「中小企業総合事業団法及び機械類信

用保険法の廃止等に関する法律（平成十四年法律第▼▼▼号）第一条（第一号に係る

部分に限る。）の規定による廃止前の中小企業総合事業団法」に改める。

　　第二十八条中「中小企業総合事業団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に

改める。

　　附則第六条中「、旧事業革新法第六条第二項に規定する承認事業革新計画に従って

事業を行う者に関する基金による債務の保証」及び「、基金による債務の保証」を削

る。

　　附則第七条を次のように改める。

　第七条　削除

　（新事業創出促進法の一部を改正する法律の一部改正）

第四十七条　新事業創出促進法の一部を改正する法律（平成十一年法律第二百二十三

号）の一部を次のように改正する。

　　附則第五条第三項から第五項までを削る。

　（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正）

第四十八条　独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成十三年法律第百

四十号）の一部を次のように改正する。

　　別表第一産業基盤整備基金の項及び中小企業総合事業団の項を削る。



　　別表第二中小企業総合事業団の項を削る。

　（独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正）

第四十九条　独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成十四年法律

第▼▼▼号）の一部を次のように改正する。

　　別表産業基盤整備基金の項及び中小企業総合事業団の項を削る。

　（経済産業省設置法の一部改正）

第五十条　経済産業省設置法の一部を次のように改正する。

　　第四条第一項第十二号を次のように改める。

　　十二　削除

　　第四条第一項第三十九号を次のように改める。

　　三十九　削除

　（罰則の適用に関する経過措置）

第五十一条　この法律（附則第一条ただし書各号に掲げる規定については、当該各規

定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお

従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の

適用については、なお従前の例による。

　（政令への委任）

第五十二条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置

は、政令で定める。



　　　　　理　由

　特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、中小企業

総合事業団及び産業基盤整備基金を解散するとともに、地域振興整備公団の業務の一部

を廃止し、これらの法人の関連する権利及び義務を独立行政法人中小企業基盤整備機構

に承継する等の措置を講ずることとし、あわせて機械類信用保険法を廃止し、所要の経

過措置を設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


